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学生による成績評価に対する異議申立てについて

STEP１異議申立て
所属長等へ異議申立て

STEP２再異議申立て
担当副学長へ再異議申立て

※申立期限あり。

※申立期限：申立結果回答受領日から３日以内

※１本人以外からの異議申立ては受け付けない。
異議申立期限は，前期開講分は11/19，後期開講分は3/31，卒業（修了）予定者は成績票配付日当日まで。

※２再異議申立ての回答に対する不服申立ては認めない。

学生 学務課 所属長等

学生 学務課 副学長

※1

※2

不服

7日以内 7日以内

速やかに 7日以内

・成績評価に対する異議申立てについて，公正で統一的な手続きを定めることにより，
学生への説明責任 を果たす。



成績評価異議申立て手続きのフロー図

学生センター２番窓口へ
「異議申立書」を提出。

前期分：11月19日まで
後期分： 3月31日まで

(休日の場合は前日まで)
※卒業（修了）予定者は成績票
配付日当日まで

⑤成績修正申請のうえ成績修正

回答を受け
入れるか？

学生

２番窓口が受理後，原則７日
以内に回答。

（１）回答者
専門教育科目：所属長
共通科目 ：共通教育代表

※所属長等が授業担当教員の場
合，教育担当副学長が回答者。

（２）ヒアリング
必要に応じて，授業担当教員
や当該学生に実施。

成績評価の
修正を命ず
るか？

所属長又は共通教育代表

STEP ２へ

成績確定

はい

成績修正

STEP 1．所属長等へ異議申立て

「異議申立書」を所属長等
へ送付。

学生センター２番窓口

所属長等から回答受理後，
原則７日以内に学生へ回答。

①提出 ②回答依頼

いいえ いいえはい

③回答
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授業担当
教員



成績評価異議申立て手続きのフロー図

学生センター２番窓口へ
「再異議申立書」を提出。

申立期限は，異議申立ての回答
受理後３日以内（休日の場合は
翌日まで）に提出。

⑤成績修正申請のうえ成績修正

学生

２番窓口が受理後，原
則７日以内に回答。

（１）回答者
STEP2の異議申立書回

答者が教育担当副学長の
場合， STEP３では学生
指導担当副学長が回答者。

（２）ヒヤリング
必要に応じて，授業担

当教員，所属長等及び当
該学生に実施。

成績評価の
修正を命ず
るか？

担当副学長

成績確定

はい
成績修正

STEP 2．担当副学長へ再異議申立て

「再異議申立書」を担当副
学長へ送付。

学生センター２番窓口

担当副学長から回答受理
後，速やかに学生へ回答。④回答

①提出 ②回答依頼

いいえ

再異議申立ての回答に対する
不服申立ては認めない。

授業担当
教員
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③回答


